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�愛媛県告示第６９０号
平成２９年４月１７日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２９年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
妙口原生産組合

愛媛県西条市小松町
大頭甲１０４２番地１

愛媛県西条市小松町
北川２１７番１ほか２２８
筆

２７６，７４６．３１

農事組合法人
明理川

愛媛県西条市明理川
１８２番地

愛媛県西条市円海寺
２０１番１ほか３２筆 ３９，３５７

農事組合法人
本郷生産組合

愛媛県西条市周布２１
８９番地

愛媛県西条市石田４２
４番ほか５筆 ９，４５０

２ 認可年月日

平成２９年５月２３日

�������
�愛媛県告示第６９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市苞木地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２９年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・半地地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２９年５月３１日から６月２７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�愛媛県告示第６９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第６９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第６９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第６９５号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ＳＫＣコミュニケーションズ株式会社 訪問看護ステーション四国中央 愛媛県四国中央市豊岡町大町１３５番地
１サンパティーク１０１号 平成２９年４月１日 訪問看護

社会福祉法人愛美会 通所介護事業所 みどり荘 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 通所介護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所 萬翠荘 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 短期入所生活介護

株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ 新居浜営業所 愛媛県新居浜市西喜光地町９番３５号 平成２９年４月１日 福祉用具貸与

株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ 新居浜営業所 愛媛県新居浜市西喜光地町９番３５号 平成２９年４月１日 特定福祉用具販売

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人四国中央市社会福祉協議
会 居宅介護支援事業所新宮 愛媛県四国中央市新宮町新宮５０番地四

国中央市高齢者生活福祉センター 平成２９年４月１日 居宅介護支援

社会福祉法人愛美会 指定居宅介護支援事業所 すいは 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ＳＫＣコミュニケーションズ株式会社 訪問看護ステーション四国中央 愛媛県四国中央市豊岡町大町１３５番地
１サンパティーク１０１号 平成２９年４月１日 介護予防訪問看護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所 萬翠荘 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 介護予防短期入所
生活介護

株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ 新居浜営業所 愛媛県新居浜市西喜光地町９番３５号 平成２９年４月１日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ 新居浜営業所 愛媛県新居浜市西喜光地町９番３５号 平成２９年４月１日 特定介護予防福祉
用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人武田脳神経外科 リハプライド 武田脳神経外科 愛媛県今治市旭町三丁目３番地３１ 平成２９年４月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人愛美会 通所介護事業所 みどり荘 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 介護予防通所介護

愛 媛 県 報平成２９年５月３０日 第２８７８号

４０３



��������������

��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第６９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、大�保山土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事が完
了した旨の届出があった。

平成２９年５月３０日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第６９６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第６９７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第６９８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２９年５月３０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第７００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社ラ・マル デイサービスセンター 空 愛媛県西条市三芳１０４７番１ 平成２９年４月１０日 介護予防通所介護

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の
開 設 者 の 名 称

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人しまなみ福祉会 介護老人福祉施設 特別養護老人ホー
ム すずらん 愛媛県今治市宮下町一丁目１番６２号 平成２９年４月１日 介護老人福祉施設

社会福祉法人愛美会 特別養護老人ホーム 萬翠荘 愛媛県四国中央市中之庄町５４２番地 平成２９年４月１日 介護老人福祉施設

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００８８８ 株式会社ＳＯＭＡ
兵庫県神戸市中央区京
町７９番地 日本ビルヂ
ング５０９

相 馬 崇 人 児童発達支援 ＳｏｍａＨｏｕｓｅ脳
科学キッズスクール

愛媛県松山市大手町１
丁目１０－８ ＶＩＰマ
ルジョウ１階

平成２９年
５月１日

３８５０１００９０４ 一般社団法人こころね
愛媛県松山市道後町２
丁目３－４ 道後の杜
ビル３Ｆ

飛 田 美 樹 放課後等デイ
サービス チャイルド・らぽ 愛媛県松山市余戸東１

丁目１１－３７
平成２９年
５月１日

３８５０１００８９６ 株式会社エイトカンパ
ニー

愛媛県松山市高浜町一
丁目乙６０番地１４７ 仲 矢 記代子 放課後等デイ

サービス ころぼっくる 愛媛県松山市堀江町甲
６５９番地８５

平成２９年
５月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 設 置 者 ）

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１５１０２４９
特定非営利活動法人イ
ンクルーシヴ・ジャパ
ン

愛媛県伊予郡松前町大
字徳丸字松ノ西１２０８番
地４

松 岡 邦 彦 就労継続支援
Ｂ型

インクルーシヴ・松山
ヒカリのアトリエ

愛媛県伊予郡松前町大
字徳丸字松ノ西１２０８番
地４

平成２９年
５月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 大�保山地区 平成２９年３月１７日

愛 媛 県 報平成２９年５月３０日 第２８７８号
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訓 令

�愛媛県訓令第７号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２９年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線 大洲市田処乙１６２０番３ 平成２９年５月３０日

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

経

営

支

援

課

１～２３

省略

経

営

支

援

課

１～２３

省略

２４ 中小

企業に

おける

経営の

承継の

円滑化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 中小企業者の事業活動の継

続の支障に関すること。

� 認定（第１２条第１項、中

小企業における経営の承継

の円滑化に関する法律施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第７条

第４項）

○

� 認定の取消し（省令第９

条第１項から第３項まで、

第６項）

○

２ 指導及び助言（第１５条第１

項）

○

３ 経済産業大臣に対する情報

の提供（省令第７条第５項、

第９条第７項、第１２条第１５

項、第１３条第６項、第１３条の

２第６項、第１６条第４項、第

１７条第５項、第１８条第４項）

○

４ 経営承継受贈者等に係る書

類 の 受 理（省 令 第９条 第４

項、第１０条第３項、第１１条第

○

愛 媛 県 報平成２９年５月３０日 第２８７８号
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年５月３０日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

１ 入札に付する事項

� 件名

ＤＲシステムの購入

� 購入物品名及び数量

ＤＲシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２９年９月６日（水）まで

� 納入場所

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

３項）

５ 特別贈与認定中小企業者等

からの報告の処理（省令第１２

条第１項、第３項、第５項、

第７項、第９項から第１１項ま

で、第１４項）

○

６ 経営承継贈与者の相続の開

始に関すること。

� 確認（省令第１３条第１

項、第３項）

○

� 確認の取消し（省令第１３

条第４項、第５項）

○

７ 災害等により被害を受けた

中小企業者に関すること。

� 確認（省令第１３条の２第

１項、第３項）

○

� 確認の取消し（省令第１３

条の２第４項、第５項）

○

８ 特定贈与認定中小企業者等

からの報告の受理（省令第１３

条の３第２項、第５項）

○

９ 指導及び助言の要件に関す

ること。

� 確認（省令第１６条第１

項、第３項）

○

� 変更の確認（省令第１７条

第１項、第２項、第４項）

○

� 確認の取消し（省令第１８

条第１項、第３項）

○
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であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://www.pref.ehime.jp/h40180/e―bid―nyuusatsu/

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２９年７月３日（月）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２９年７月１０日（月）か

ら平成２９年７月１１日（火）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、７月１１日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成２９年７月１１日（火）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２９年７月１２日（水）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２９年７月３日（月）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：digital

radiography system，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，１１ July２０１７

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２９年５月３０日 発行
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